
重要病害虫の特別防除等
【平成31年度予算概算決定額 消費・安全対策交付金 2,017 （2,038）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
農作物に重大な被害を及ぼす重要病害虫の侵入防止を図るとともに、発生地域においては防除対策を確実に講じます。
＜政策目標＞
○我が国未発生の病害虫が侵入した場合の早期発見
○我が国未発生又は一部に発生している病害虫のまん延防止・根絶

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．重要病害虫の侵入防止措置の実施
我が国が侵入を警戒している重要病害虫の早期発見を図るための侵入警戒調査
を実施します。

２．重要病害虫の防除の実施
我が国での発生が限定的である重要病害虫による被害の軽減及び無発生地域
へのまん延を防止するため、発生地域における徹底した防除を実施します。

３．緊急防除等による重要病害虫のまん延防止措置の実施［拡充］
これまで我が国で確認されていなかったジャガイモシロシストセンチュウなど重要病害
虫のまん延防止・早期根絶を図るため、緊急防除等の防除対策を実施します。ま
た、重要病害虫のうち、緊急防除等の対象となり得るものについて、発生範囲を特定
するための調査及び初動防除を新たに実施します。

国 都道府県等

交付（10/10、9/10以内、1/2以内）

＜事業の流れ＞

侵入が確認された病害虫の発生範囲を特定し、
初動防除を速やかに実施

発生範囲からのまん延を防止するため、緊急
防除等の防除対策を実施

重要病害虫の侵入を早期に発見
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［お問い合わせ先］消費・安全局植物防疫課（03-6744-9644）

侵入警戒調査から防除対策まで一体的に実施し、
重要病害虫の定着・まん延防止を徹底
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